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女性特有の健康課題に 

よる影響と職場の取組み 

 

女性従業員が、健康課題に

より仕事の生産性が低下し

たり、仕事を続けることを諦

めたりすることは、企業にと

っても大きな損失となりま

す。そこで厚生労働省は、「働

く女性の健康応援サイト」を

設け、働く女性だけでなく、

企業の担当者に向けても必

要な情報を掲載しています。

その一部をご紹介します。 

 

◆女性特有の健康課題によ

る職場への影響 

経済産業省の調査「働く女

性の健康推進に関する実態

調査 2018」によると、女性従

業員の約５割が女性特有の

健康課題により「勤務先で困

った経験がある」と回答して

います。具体的な健康課題・

症状としては、月経不順・月

経痛、ＰＭＳ（月経前症候

群）、更年期障害、不妊・妊

活、女性のがん・女性に多い

がんなどです。 

また、女性従業員の約４割

が女性特有の健康課題など

により「職場で何かをあきら

めなくてはならないと感じ

た経験がある」とも回答して

います。具体的には、正社員

として働くこと、昇進や責任

の重い仕事につくこと、希望

の職種を続けることなどで

す。 

 

◆女性の健康支援のために

できる職場の取組み例 

○不調時に横になれる休憩

スペースの設置、冷え性に

対処した職場環境整備など 

○がん検診受診料の補助 

○女性特有の不調について

相談できる女性の産業医、

カウンセラーの配置など 

○妊婦健診など母性健康管

理のための制度・サポート

の徹底 

○ハラスメントのない職場

環境づくり 

○生理休暇を取得しやすい

環境の整備、不調時の休

養、治療・通院、検診と仕

事を両立するための休暇

制度の整備や柔軟な働き

方（フレックス、時差出勤、

テレワークなど）の導入 

 

【厚生労働省「働く女性の健

康応援サイト」】 

https://joseishugyo.mhlw.g

o.jp/health/introduction.h

tml 

 

中小事業主も月 60 時間

超えの時間外労働割増率

が５割以上に 

 

◆猶予措置の廃止 

令和５年４月１日から、月

60 時間を超える時間外労働

に対する割増賃金率を「５割

以上の率」とする規定が、中

小事業主にも適用されるこ

とになりました。 

もともと、使用者が時間外

または休日労働させた場合

には、２割５分以上５割以下

の率で計算した割増賃金を

支払わなければなりません

でしたが、2010年４月１日施

行の改正により、月 60 時間

を超えた場合は、５割以上の

率で計算した割増賃金を支

払わなければならないとさ

れていました。 

ただし、この改正は中小事

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/introduction.html
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/introduction.html
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/introduction.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業主（労働者の数が300人（小

売業については 50 人、卸売

業またはサービス業につい

ては 100人）以下）である事

業主には適用が猶予されて

いたのですが、令和５年４月

１日からは適用されること

になりました。 

 

◆代替休暇の規定も適用 

中小事業主にも月 60 時間

を超える時間外労働に対す

る割増賃金率を５割以上の

率とする規定が適用される

ことに伴い、「代替休暇」の

規定も適用されることにな

ります。 

代替休暇とは、１カ月に 60

時間を超えて時間外労働を

行わせた労働者について、労

使協定により、法定割増賃金

率の引上げ分の割増賃金の

支払いに代えて、有給の休暇

を与えることができるもの

です。 

労使で協定すべき事項と

しては、月 60 時間を超えて

労働させた時間数に対して、

何時間の代替休暇を与える

かという計算方法や、代替休

暇の単位（１日または半日）

などがあります。 

そのほか、制度の導入に際

しては、個々の労働者が実際

に代替休暇を取得するか否

かは、労働者の意思によるこ

と、労使協定の締結により代

替休暇を実施する場合には、

代替休暇に関する事項を「休

暇」として就業規則に記載す

る必要があることにも留意

しましょう。 

 

。 

12 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別

徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

 

本年最後の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴

～当事務所より一言～ 

 

今年も早いもので、あと

一か月となりました。やり

残したことはたくさんあ

ります。（反省） 

ここ数年は雇用調整助

成金申請が主な業務とな

ってましたが、来年はいよ

いよ終わりそうです。 

来年は、新分野にもチャ

レンジして成長したいと

います。（人生死ぬまで通

過点） 

 今後ともよろしくお願

いします 

 

。 

収所得税の不足額徴収

繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控

除申告書、給与所得者の

配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除

申告書、給与所得者の基

礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係

る申告書の提出［給与の

支払者（所轄税務署）］ 

※提出・納付期限が、土

曜・日曜・祭日と重なる

場合は、翌日になりま

す。 


